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(57)【要約】
【課題】　首巻き本体の態様で使用できる上に、本来の
態様と異なる態様でも使用することができる首巻きを提
供することを課題とする。
【解決手段】　所定長さに設定された長尺状の首巻本体
を備えた首巻きであって、前記首巻本体は、長手方向に
分割された三つ以上の首巻分割体と、首巻分割体同士の
連結及びその解除を可能に構成された連結手段とを備え
、少なくとも何れか一つの首巻分割体、及び、連結手段
を介して連結した分割数よりも少ない数の首巻分割体の
少なくとも一方が、首に巻掛け可能に構成されているこ
とを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定長さに設定された長尺状の首巻本体を備えた首巻きであって、前記首巻本体は、長
手方向に分割された三つ以上の首巻分割体と、首巻分割体同士の連結及びその解除を可能
に構成された連結手段とを備え、少なくとも何れか一つの首巻分割体、及び、連結手段を
介して連結した分割数よりも少ない数の首巻分割体の少なくとも一方が、首に巻掛け可能
に構成されていることを特徴とする首巻き。
【請求項２】
　所定長さに設定された長尺状の首巻本体を備えた首巻きであって、前記首巻本体は、長
手方向に分割された二つの首巻分割体と、首巻分割体同士の連結及びその解除を可能に構
成された連結手段とを備え、少なくとも何れか一つの首巻分割体が、首に巻掛け可能に構
成されていることを特徴とする首巻き。
【請求項３】
　首巻本体の長手方向の両端側に位置する二つの首巻分割体の少なくとも何れか一方は、
裏面側に他方の首巻分割体を挟み込むクリップが設けられ、該クリップで他方の首巻分割
体を挟み込んで首巻本体の長手方向の両端同士を連結可能に構成されている請求項１又は
２に記載の首巻き。
【請求項４】
　首巻分割体の少なくとも一つは、首に巻掛け可能な長さに設定されるとともに、長手方
向の両端に、その両端同士を連結可能な端部連結手段が設けられている請求項１乃至３の
何れか１項に記載の首巻き。
【請求項５】
　首巻分割体の少なくとも一つは、首に巻掛け可能な長さに設定されるとともに、裏面側
に該首巻分割体よりも長尺な帯状体を長手方向に沿って保持するため保持手段を備えてい
る請求項１乃至４の何れか１項に記載の首巻き。
【請求項６】
　各首巻分割体は、表面が天然又は人工の起毛地で構成されている請求項１乃至５の何れ
か１項に記載の首巻き。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ショールやマフラー等の首に巻掛ける首巻きに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、防寒性及び装飾性の少なくとも何れか一方を備えた首巻きとしてショールや
マフラー等があり、これらは、何れも首に巻掛け可能な所定長さに設定された首巻本体を
備えている。
【０００３】
　前記首巻本体は、単一の生地（織物や編み物）で長尺状に形成されたり、二種以上の生
地を縫合して長尺状に形成されたりするもので、それ自体が首巻きとされたり、首巻本体
に装飾材を取り付けて首巻きとされたりしている。
【０００４】
　すなわち、織物や編み物等で首巻本体を長尺状に形成し、それ自体を首巻き（いわゆる
、マフラーやスカーフ）としたものや、その首巻本体にチェーンやブローチ、ブーケ等の
装飾材を取り付けて首巻きとしたもの、裏地に対して表地としての起毛素材（天然又は人
工の毛皮）を縫合して長尺状の首巻本体を形成し、それ自体を首巻き（いわゆる、ショー
ル）としたもの、その首巻本体にチェーンやブローチ、ブーケ等の装飾材を取り付けて首
巻きとしたもの等、種々タイプのものが提供されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　ところで、従来の首巻きは、上述のように、首巻本体が首に巻掛けることのできるよう
に所定長さに設定されたものであるため、それ自体を首に巻掛けるといった態様でしか使
用することができず、洋服等との組み合わせ（コーディネート）に限界がある。
【０００６】
　また、成人式等の行事のために着物やショール（首巻き）等を新調する場合があるが、
かかるショールも使用態様に限界があるため、高価なものでありながら一度きり或いは数
回使用されるだけで、そのまま放置されたり廃棄されたりすることが多い。
【０００７】
　そこで、本発明は、斯かる実情に鑑み、首巻き本来の態様で使用できる上に、本来の態
様と異なる態様でも使用することができる首巻きを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る首巻きは、所定長さに設定された長尺状の首巻本体を備えた首巻きであっ
て、前記首巻本体は、長手方向に分割された三つ以上の首巻分割体と、首巻分割体同士の
連結及びその解除を可能に構成された連結手段とを備え、少なくとも何れか一つの首巻分
割体、及び、連結手段を介して連結した分割数よりも少ない数の首巻分割体の少なくとも
一方が、首に巻掛け可能に構成されていることを特徴とする。
【０００９】
　上記構成の首巻きによれば、首巻本体が、長手方向に分割された三つ以上の首巻分割体
と、首巻分割体同士の連結及びその解除を可能に構成された連結手段とを備え、少なくと
も何れか一つの首巻分割体、及び、連結手段を介して連結した分割数よりも少ない数の首
巻分割体の少なくとも一方が、首に巻掛け可能に構成されているので、全ての首巻分割体
を連結して首巻本体（首巻き）として使用する以外に、一つの首巻分割体自体、及び連結
した二つ以上の首巻分割体の少なくとも何れか一方を首巻きとしても使用することができ
る。すなわち、上記構成の首巻きは、首巻分割体の組み合わせで複数パターンの態様で使
用することができる。
【００１０】
　また、本発明に係る首巻きは、所定長さに設定された長尺状の首巻本体を備えた首巻き
であって、前記首巻本体は、長手方向に分割された二つの首巻分割体と、首巻分割体同士
の連結及びその解除を可能に構成された連結手段とを備え、少なくとも何れか一つの首巻
分割体が、首に巻掛け可能に構成されていることを特徴とする。
【００１１】
　上記構成の首巻きによれば、前記首巻本体が、長手方向に分割された二つの首巻分割体
と、首巻分割体同士の連結及びその解除を可能に構成された連結手段とを備え、少なくと
も何れか一つの首巻分割体が、首に巻掛け可能に構成されているので、二つの首巻分割体
を連結して首巻本体（首巻き）として使用する以外に、何れか一つの首巻分割体自体を首
巻きとしても使用することができる。
【００１２】
　本発明の一態様として、首巻本体の長手方向の両端側に位置する二つの首巻分割体の少
なくとも何れか一方は、裏面側に他方の首巻分割体を挟み込むクリップが設けられ、該ク
リップで他方の首巻分割体を挟み込んで首巻本体の長手方向の両端同士を連結可能に構成
されていることが好ましい。このようにすれば、二つ以上の首巻分割体を連結して首巻本
体としたとき、クリップを介して首巻本体の長手方向の両端を連結して環状の状態に維持
させることができる。
【００１３】
　また、本発明の他態様として、首巻分割体の少なくとも一つは、首に巻掛け可能な長さ
に設定されるとともに、長手方向の両端に、その両端同士を連結可能な端部連結手段が設
けられていることが好ましい。このようにすれば、端部連結手段による連結で単一な首巻
分割体を環状にすることができるので、首巻分割体が首巻本体よりも短くても首に巻掛け
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た状態で維持させることができる。
【００１４】
　本発明の別の態様として、首巻分割体の少なくとも一つは、首に巻掛け可能な長さに設
定されるとともに、裏面側に該首巻分割体よりも長尺な帯状体を長手方向に沿って保持す
るため保持手段を備えていることが好ましい。このようにすれば、首巻分割体を単独の首
巻きとして使用するに際し、裏面側で帯状体を保持手段によって保持させ、首巻分割体を
首に巻いた状態で帯状体の両端側を括る（例えば、リボン結びする）ことでさらにファッ
ション性を高めた態様での使用が可能となる。
【００１５】
　そして、本発明のさらに別の態様として、各首巻分割体は、表面が天然又は人工の起毛
地で構成されていることが好ましい。このようにすれば、ファッション性に優れたものと
なる。そして、首巻分割体同士を連結する場合に、首巻分割体同士の境界が起毛によって
覆い隠される上に、各首巻分割体の起毛が混ざり合って首巻分割体の連結部分が違和感な
く一体的なものになる。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように、本発明に係る首巻きによれば、首巻き本来の態様で使用できる上に、本
来の態様と異なる態様でも使用することができるという優れた効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態に係る首巻きについて、添付図面を参照しつつ説明する。
【００１８】
　本実施形態に係る首巻きは、和装小物としてのショールであり、図１（ａ）及び図１（
ｂ）に示す如く、首に巻掛け可能な所定長さに設定された首巻本体１０を備えている。
【００１９】
　かかる首巻本体１０は、長尺状をなしており、その長手方向の長さが前記所定長さに設
定されている。該首巻本体１０は、長手方向に分割された三つ以上に首巻分割体１００ａ
，１００ｂ，１００ｃと、首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃ同士の連結及びその
解除を可能に構成された連結手段２００とを備えている。これにより、本実施形態に係る
首巻き１は、連結手段２００を介して全首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃを数珠
繋ぎに連続させることで、所定長さの首巻本体１０になるように構成されている。
【００２０】
　さらに、該首巻き１は、少なくとも一つの首巻分割体１００ａ、及び、連結された分割
数よりも少ない数の首巻分割体１００ｂ，１００ｃが、首に巻掛け可能になるように構成
されている。すなわち、首巻本体１０を構成する三つ以上の首巻分割体１００ａ，１００
ｂ，１００ｃは、少なくとも何れか一つの首巻分割体１００ａの長さが首に巻掛け可能な
長さに設定され、二つ以上で分割数よりも少ない数で連結された首巻分割体１００ｂ，１
００ｃの合計長さが首に巻掛け可能な長さになるように設定されている。
【００２１】
　より具体的に説明すると、本実施形態に係る首巻本体１０は、三つの首巻分割体１００
ａ，１００ｂ，１００ｃを備えている。すなわち、該首巻本体１０は、中央部に位置する
首巻分割体（以下、「第一首巻分割体」という）１００ａと、第一首巻分割体１００ａの
両側に位置する一対の首巻分割体（以下、「第二首巻分割体」という）１００ｂ，１００
ｃとの集合体である。そして、該首巻本体１０は、第一首巻分割体１００ａが単独で首に
巻掛け可能な長さに設定され、一対の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃのそれぞれは、
互いに連結することで首に巻掛け可能な長さになるように、長さ設定されている。本実施
形態において、一対の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃのそれぞれは、単独で手首又は
足首に巻き付けることのできる長さにも設定されている。
【００２２】
　本実施形態に係る首巻本体１０は、上述の如く、長手方向と直交する幅方向の両端縁が
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略全長に亘って湾曲しており、全体として湾曲した帯状に形成されている。そのため、第
一首巻分割体１００ａ及び第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃのそれぞれも、首巻本体１
０の長手方向となる方向に対して直交方向の両端縁が湾曲しており、これら三つを連結し
たときに連続して湾曲した端縁が形成されるようになっている。
【００２３】
　そして、本実施形態に係る首巻本体１０は、表地（表面）が天然又は人工の起毛地（す
なわち、毛皮）で構成されている。これに伴い、第一首巻分割体１００ａ及び第二首巻分
割体１００ｂ，１００ｃのそれぞれは、天然素材又は合成素材の織物で構成される裏地１
０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃに対し、起毛地で構成される表地１０１ａ，１０１ｂ，１０
１ｃが縫合されて形成されており、表面側から見て裏地１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃが
起毛地（毛）によって覆い被された状態となっている。このように重ね合わされた生地を
縫合して第一首巻分割体１００ａ及び第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃを形成する場合
、単に表地１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃと裏地１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃとを縫合
する場合や、必要に応じて表地１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃと裏地１０２ａ，１０２ｂ
，１０２ｃとの間にフレキシブルでありながらもコシのあるシート状の心材を介装して表
地１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃと裏地１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃとを縫合する場合
がある。なお、各図（図２を除く）において、起毛地を波線状のハッチングにより省略し
て示している。
【００２４】
　そして、前記連結手段２００は、第一首巻分割体１００ａと第二首巻分割体１００ｂ，
１００ｃとの境界部分に設けられている。すなわち、連結手段２００は、第一首巻分割体
１００ａの長手方向の一端に一方の第二首巻分割体１００ｂを連結でき、第一首巻分割体
１００ａの長手方向の他端に他方の第二首巻分割体１００ｃを連結できるように設けられ
ている。
【００２５】
　本実施形態に係る連結手段２００は、図２（ａ）～図２（ｄ）に示す如く、互いに係合
可能に構成された一対の係合部材２１０，２２０で構成されている。該一対の係合部材２
１０，２２０のうちの一方の係合部材２１０は、首巻分割体１００ａ，１００ｃに固定さ
れる板状のベース２１１と、該ベース２１１の一方の面に延設されたピン体２１２と、該
ピン体２１２の先端に連設されてベース２１１と対向するガイド板２１３とで構成されて
いる。前記ベース２１１は、平面視略長方形状に形成されており、長手方向の一端部が首
巻分割体１００ａ，１００ｃに縫い付けられるようになっており、前記ピン体２１２は、
ベース２１１の他端部側に設けられている。そして、ガイド板２１３は、ベース２１１よ
りも小さなサイズに設定されており、首巻分割体１００ａ，１００ｃに縫い付けられるベ
ース２１１の一端部を除いてベース２１１に対向するように設けられている。
【００２６】
　これに対し、他方の係合部材２２０は、首巻分割体１００ａ，１００ｂに固定されるベ
ース２２１と、該ベース２２１の一方の面から延出するリブ２２２と、ベース２２１と対
向するようにリブ２２２の先端から延出する係合片２２３とで構成されている。該他方の
係合部材２２０のベース２２１は、平面視長方形状に形成されており、一方の係合部材２
１０と同様に一端部が首巻分割体１００ａ，１００ｂに縫い付けられるようになっている
。そしてリブ２２２は、ベース２２１の長手方向の略中央位置に設けられており、前記係
合片２２３がベース２２１の他端部と対向するようにリブ２２２の先端に延設されている
。該係合片２２３は、一方の係合部材２１０のベース２２１とガイド板２１３との間に挿
入できる厚みに設定されるとともに、ピン体２１２が係合される係合凹部２２４が形成さ
れている。該係合凹部２２４は、係合片２２３の先端に開口を形成した凹部であり、前記
開口の開口幅がピン体２１２の外径よりも小さく、奥部に行くに従って拡大するように形
成されている。なお、本実施形態において、前記係合凹部２２４は平面視において略円形
状に形成されており、最大径がピン体２１２の外径に対応するように設定されている。
【００２７】
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　かかる連結手段２００は、第一首巻分割体１００ａと第二首巻分割体１００ｂ，１００
ｃとの各境界において、長手方向と直交する幅方向に間隔をあけて複数設けられ、本実施
形態では境界毎に二つの連結手段２００が設けられている（図１（ｂ）参照）。そして、
本実施形態においては、第一首巻分割体１００ａの長手方向の一端に一方の係合部材２１
０が取り付けられ、一方の第二首巻分割体１００ｂの一端に他方の係合部材２２０が取り
付けられ、第一首巻分割体１００ａの長手方向の他端に他方の係合部材２２０が取り付け
られ、他方の第二首巻分割体１００ｃの一端に一方の係合部材２１０が取り付けられてい
る。
【００２８】
　これにより、連結手段２００を介して第一首巻分割体１００ａの両側に一対の第二首巻
分割体１００ｂ，１００ｃを連結して首巻本体１０にすることができる上に、一対の第二
首巻分割体１００ｂ，１００ｃ同士も連結手段２００を介して連結できるようになってい
る。
【００２９】
　図１（ｂ）に戻り、本実施形態に係る首巻き１は、第一首巻分割体１００ａの裏面（裏
地１０２ａ）側に、別途用意した装飾性のある帯状体（例えば、スカーフやマフラー）を
長手方向に沿って保持するための保持手段１２０…が設けられている。該保持手段１２０
…は、第一首巻分割体１００ａの長手方向に間隔をあけた複数箇所で帯状体を保持できる
ように、間隔をあけて複数（本実施形態では三カ所）設けられている。本実施形態におい
ては、保持手段１２０に帯材（帯状の布）を採用しており、その帯材１２０の両端部を裏
地１０２ａに縫合して輪を形成し、その輪に帯状体を挿通することで帯状体を保持できる
ようになっている。なお、保持手段１２０…は、少なくとも第一首巻分割体１００ａの長
手方向の両端部で帯状体を保持できるように設ければよい。
【００３０】
　また、首巻き１は、上述の如く、第一首巻分割体１００ａが首に巻掛け可能な長さ、す
なわち、第一首巻分割体１００ａが単独の首巻き１として使用できるように構成されてい
るため、第一首巻分割体１００ａは、長手方向の両端同士を連結するための端部連結手段
１０５，１０６が設けられている。本実施形態に係る端部連結手段１０５，１０６は、長
手方向の一端に設けられたフック１０５と、長手方向の他端に設けられ、前記フック１０
５を掛止するための掛止用リング１０６とで構成されている。
【００３１】
　そして、本実施形態に係る首巻き１は、首巻本体１０の長手方向の両端部、すなわち、
各第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃにおける裏面（裏地１０２ｂ，１０２ｃ）側にクリ
ップ２３０が設けられている。該クリップ２３０は、図３に示す如く、棒状をなす二つの
挟持部材２３１，２３２が枢着されるとともに、枢着軸２３３周りに装着したバネ２３４
の付勢で二つの挟持部材２３１，２３２の一端同士が密接し、枢着軸２３３よりも他端側
で二つの挟持部材２３１，２３２を互いに接近させるように付勢することで一端同士が離
間するように構成された一般的なものである。そして、該クリップ２３０は、各第二首巻
分割体１００ｂ，１００ｃの他端側で二つの挟持部材２３１，２３２の一端同士が接離で
きるように設けられており、本実施形態においては、一方の挟持部材２３１が表地１０１
ｂ，１０１ｃと裏地１０２ｂ，１０２ｃとの間に介装された状態で第二首巻分割体１００
ｂ，１００ｃに固定されている。
【００３２】
　さらに、該首巻き１は、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示す如く、チェーン等の長尺状の
装飾材Ｃを首巻本体１０に取り付けることができるようになっている。具体的には、該首
巻き１は、第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃの長手方向の他端に装飾用チェーンＣを取
り付けるためのリング１０７が設けられており、必要に応じてリング１０７にチェーンＣ
を着脱できるようになっている。
【００３３】
　本実施形態に係る首巻き１は、以上の構成からなり、通常の和装小物のショールとして
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使用する場合には、第一首巻分割体１００ａ及び第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃを連
結して所定長さの首巻本体１０にする。本実施形態に係る首巻き１は、表地１０１ａ，１
０１ｂ，１０１ｃに起毛地が採用されているので、第一首巻分割体１００ａと第二首巻分
割体１００ｂ，１００ｃとの境界近傍について表地１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃの起毛
をならすことで、連結手段２００が確実に隠れる上に、連結部分の境目も起毛によって判
らなくなる。
【００３４】
　そして、首巻本体１０を首周り（襟周り）に巻掛け、該首巻本体１０の長手方向の何れ
か一端側にあるクリップ２３０で他端側を挟み込むことで、図４に示す如く、両端部が連
結して環状になる。これにより、複数の首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃが連な
った首巻き１（首巻本体１０）をショールとして使用することができる。なお、この場合
、第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃのリング１０７に対して装飾用のチェーンＣを取り
付けるか、外すかは自由である。
【００３５】
　そして、連結手段２００による連結を解除し、第一首巻分割体１００ａを単独の首巻き
１として使用する場合、第一首巻分割体１００ａを首に巻掛けた上で、図５（ａ）に示す
如く、長手方向の一端に設けたフック１０５を他端の掛止用リング１０６に掛止させるこ
とで、第一首巻分割体１００ａ自体を単独の首巻きとして使用することができる。
【００３６】
　また、上述の使用態様の他に、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示す如く、第一首巻分割体
１００ａの裏地１０２ａと保持手段１２０…との間に、第一首巻分割体１００ａよりも長
いスカーフやマフラー等の帯状体３００を挿通して該帯状体３００を保持手段１２０…に
保持させ、第一首巻分割体１００ａを首に巻掛けた上で、長手方向の一端に設けたフック
１０５を他端の掛止用リング１０６に掛止させるとともに、帯状体３００の両端を結ぶ（
例えば、リボン結びや飾り結びする）ことで、図５（ｂ）に示す如く、第一首巻分割体１
００ａ自体を帯状体３００で装飾した単独の首巻きとして使用することができる。なお、
この場合、第一首巻分割体１００ａの両端から延出する帯状体３００の両端側を結ぶこと
で、第一首巻分割体１００ａを環状にすることができるので、必ずしもフック１０５を掛
止用リング１０６に掛止させなくてもよい。
【００３７】
　そして、一対の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃを首巻きとして使用する場合、図７
（ａ）及び図７（ｂ）に示す如く、連結手段２００を介して一対の第二首巻分割体１００
ｂ，１００ｃ同士を連結することで、首に巻掛け可能な長さになる、すなわち、本実施形
態に係る首巻本体１０の長さを短くした態様の首巻きにもなる。この場合においても、第
二首巻分割体１００ｂ，１００ｃ同士の境界近傍について表地１０１ｂ，１０１ｃの起毛
をならすことで、連結手段２００が確実に隠れる上に、連結部分の境目も起毛によって判
らなくなる。
【００３８】
　そして、図８に示す如く、第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃの一端に取り付けられた
リング１０７に装飾用のチェーンＣを取り付けた上で、連続した一対の第二首巻分割体１
００ｂ，１００ｃ（首巻き）を首に巻きかけて両端のチェーンＣを結ぶ（連結）すること
で、一対の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃをチェーンＣで装飾した首巻きとして使用
することができる。なお、本実施形態において、第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃにチ
ェーンＣを取り付けるようにしたが、例えば、第一首巻分割体１００ａに取り付けたフッ
ク１０５を何れか一方の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃに取り付けるとともに、掛止
用リング１０６を何れか他方の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃに取り付け、該フック
１０５を掛止用リング１０６に掛止させることで一対の第二首巻分割体１００ｂ，１００
ｃを環状にできるようにしても勿論よい。
【００３９】
　また、本実施形態に係る首巻き１は、各第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃが、手首や
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足首に巻き付けることのできる長さに設定されているので、手首や足首に巻き付けた上で
他端側のクリップ２３０で一端側を挟んで両端を連結すれば、いわゆる、ファーとして使
用することができる。
【００４０】
　以上のように、本実施形態に係る首巻き１は、首巻本体１０が、長手方向に三つに分割
された首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃ（第一首巻分割体１００ａ及び一対の第
二首巻分割体１００ｂ，１００ｃ）と、首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃ同士の
連結及びその解除を可能に構成された連結手段２００とを備え、第一首巻分割体１００ａ
の長さ、及び、連結された一対の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃの合計長さが首に巻
掛け可能な長さになるように構成されているので、全ての首巻分割体１００ａ，１００ｂ
，１００ｃを連結して首巻本体１０（首巻き１）として使用する以外に、第一首巻分割体
１００ａ単独、及び連結した一対の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃを首巻きとしても
使用することができる。これにより、本実施形態に係る首巻き１は、首巻分割体１００ａ
，１００ｂ，１００ｃの組み合わせで複数パターンの態様で使用することができる。
【００４１】
　また、第一首巻分割体１００ａ及び第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃの表地１０１ａ
，１０１ｂ，１０１ｃが天然又は人工の起毛地で構成されているので、本実施形態に係る
首巻き１は、ファッション性に優れたものとなり、さらに、首巻分割体１００ａ，１００
ｂ，１００ｃ同士を連結する場合に、首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃ同士の境
界が起毛によって覆い隠され、首巻本体１０を二つ以上の首巻分割体１００ａ，１００ｂ
，１００ｃで構成しても違和感のないものにすることができる。
【００４２】
　さらに、第一首巻分割体１００ａが首に巻掛け可能な長さに設定されるとともに、長手
方向の両端に、その両端同士を連結可能な端部連結手段（フック１０５及び掛止用リング
１０６）が設けられているので、単一の第一首巻分割体１００ａを独立した首巻きとして
使用することができる。
【００４３】
　そして、第一首巻分割体１００ａは、裏地１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃ側に該首巻分
割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃよりも長尺な帯状体３００を長手方向に間隔をあけて
保持するため保持手段１２０…を少なくとも二つ以上備えているので、帯状体３００で装
飾性（ファッション性）を高めた態様での使用が可能となる。
【００４４】
　第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃには、他方の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃを
挟み込むクリップ２３０が裏地１０２ｂ，１０２ｃ側に設けられ、該クリップ２３０で他
方の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃを挟み込んで首巻本体１０の長手方向の両端同士
を連結可能に構成されているので、クリップ２３０を介して首巻本体１０の長手方向の両
端を連結して環状の状態に維持させることができる。
【００４５】
　そして、第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃが手首や足首に巻き付けことのできる長さ
に設定されているので、第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃを首巻き以外の態様で使用す
ることができる。
【００４６】
　尚、本発明の首巻きは、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【００４７】
　上記実施形態において、首巻本体１０を三つの首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００
ｃ（第一首巻分割体１００ａ、第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃ）で構成したが、例え
ば、首巻本体１０が四つ以上の首巻分割体を備え、少なくとも一つの首巻分割体を首巻き
として使用できるようにするか、二つ以上の首巻分割体を連結して首巻きとして使用でき
るようにしてもよい。すなわち、少なくとも三つ以上の首巻分割体を数珠繋ぎに連結する
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ことで所定長さの首巻本体１０になるように構成し、何れか一つの首巻分割体、及び、少
なくとも何れか一つの首巻分割体を除いて連結した二つ以上の首巻分割体（首巻分割体の
全数よりも少ない数の首巻分割体）の少なくとも何れか一方が首に巻掛け可能になればよ
い。このようにすれば、当該首巻きを、全首巻分割体の合計長さ（首巻本体１０の全長）
よりも短い首巻きとして複数の態様で使用することができる。この場合も、二つの首巻分
割体を手首又は足首に巻き付けることのできる長さに設定すれば、両手首、又は両足首に
巻き付けるファーとしても使用することができる。
【００４８】
　また、首巻本体１０は、二つの首巻分割体を備えたものであってもよい。この場合、少
なくとも何れか一方の首巻分割体を首に巻掛け可能に構成すれば、首巻分割体を首巻きと
して使用することができる。すなわち、首巻本体１０が二つの首巻分割体を備える場合、
少なくとも何れか一方の首巻分割体を首に巻掛け可能に構成し、上記実施形態の第一首巻
分割体１００ａと同様の態様で使用できるようにすればよい。従って、かかる首巻分割体
に対し、第一首巻分割体１００ａと同様、両端に端部連結手段（フック、掛止用リング）
を設けたり、裏地１０２ａ側に保持手段１２０等を設けたりすることで上記実施形態と同
様の使用態様とすることができる。また、この場合、二つの首巻分割体のそれぞれの裏面
側にクリップ２３０を設ければ、首巻き（首巻本体）を上記実施形態と同様の使用態様に
することもできる。
【００４９】
　さらに、首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃ同士を連結する連結手段２００は、
上記実施形態で説明したものに限定されるものではなく、例えば、雄雌一対のホックボタ
ンや、ジッパー、ボタンとボタンホールとの組み合わせ等、種々のタイプのものを採用し
てもよい。但し、上記実施形態のように、表地に起毛地を採用する場合、連結手段２００
にジッパーを採用すると起毛が噛み込む虞があるので、表地に毛皮等の起毛地を採用する
場合には、連結手段２００には上記実施形態で説明したものや、雄雌一対のホックボタン
、ボタンとボタンホールとの組み合わせ等を採用することが好ましい。
【００５０】
　上記実施形態において、表地１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃに起毛地を採用したが、こ
れに限定されるものではなく、例えば、表地１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃを裏地１０２
ａ，１０２ｂ，１０２ｃと同様に布地で構成したり、織物地で構成したりしてもよい。ま
た、表地１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃと裏地１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃとを縫合し
て各首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃを形成したが、これに限定されるものでは
なく、例えば、単一の生地（布地や織物地）で首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃ
を構成してもよい。但し、各首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃの表側（表地１０
１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ）に起毛地を採用しない場合には、各首巻分割体１００ａ，１
００ｂ，１００ｃの境界を覆い隠す起毛が存在しないため、連結手段２００が表側に露呈
しないように構成することが好ましいことは言うまでもない。
【００５１】
　具体的には、連結手段２００を首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃの裏側に配置
したり、一方の首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃの端部が袋状に形成するととも
に、他方の首巻分割体１００ａ，１００ｂ，１００ｃの端部を一方の首巻分割体１００ａ
，１００ｂ，１００ｃの袋状の端部に入り込むような態様に形成し、その嵌め合わせ部分
同士を内部で連結するように連結手段２００を設けたりして、連結手段２００が表側に露
呈しないようにすればよい。
【００５２】
　上記実施形態において、第一首巻分割体１００ａの裏面（裏地１０２ａ）側に長手方向
に沿って帯状体３００を保持するための保持手段１２０…を長手方向に間隔を開けて複数
（三つ）設けたが、これに限定されるものではなく、例えば、保持手段１２０を裏地１０
２ａと略同じサイズの布地で構成し、その布地の上下端部（長手方向と直交する幅方向の
両端部）を首巻分割体１００ａの裏地１０２ａに縫合し、該首巻分割体１００ａと保持手
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段（布地）１２０とによって長手方向の両端が開口した筒状になるように構成してもよい
。このようにすれば、首巻分割体１００ａと保持手段（布地）１２０との間に帯状体３０
０を挿通することで、帯状体３００を第一首巻本体１００ａの長手方向に沿った状態で保
持することができる。
【００５３】
　また、保持手段１２０は、帯状体３００を挿通するような態様となるものに限定される
ものではなく、例えば、雄雌一対のホックボタンやジッパー等のような互いに係合可能で
且つ係合を解除可能に構成された一対の係合部材で保持手段１２０を構成し、その一方の
係合部材を帯状体３００に取り付けるとともに他方の係合部材を第一首巻分割体１００ａ
の裏地１０２ａに取り付け、帯状体３００を第一首巻本体１００ａの裏地１０２ａ側で長
手方向に沿って保持できるようにしてもよい。なお、ホックボタン等のように部分的に帯
状体３００を保持するもので保持手段１２０を構成する場合には、上記実施形態と同様に
、長手方向に間隔をあけて複数箇所に保持手段１２０を設けることは言うまでもない。但
し、保持手段１２０…は、必ずしも設ける必要はなく、装飾性を高める場合等、必要に応
じて設ければよいが、上記実施形態のように使用態様を多くするには、保持手段１２０…
を設けることが好ましいことは言うまでもない。
【００５４】
　さらに、上記実施形態において、首巻き１を和装小物のショールとしたが、これに限定
されるものではなく、和装、洋装に関係なく、マフラーやショールとして構成しても勿論
よい。
【００５５】
　また、首巻本体１０（一対の第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃ）にクリップ２３０を
設けたが、クリップ２３０は必要に応じて設ければよく、また、クリップ２３０に代えて
首巻本体１０の両端（第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃの一端）に第一首巻分割体１０
０ａと第二首巻分割体１００ｂ，１００ｃとを連結するようにした上記実施形態の連結手
段２００（何れか一方の係合部材２１０，２２０）を設けるようにしても勿論よい。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の一実施形態に係る首巻きの説明図であって、（ａ）は、表面（表地）側
から見た平面図を示し、（ｂ）は、裏面（裏地）側から見た平面図を示す。
【図２】同実施形態に係る首巻きの部分拡大図であって、（ａ）は、連結部材を構成する
一対の係止部材の連結状態を解除した状態の部分縦断面図を示し、（ｂ）は、連結部材を
構成する一対の係止部材の連結状態を解除した状態の部分横断面図を示し、（ｃ）は、連
結部材を構成する一対の係止部材を連結した状態の部分縦断面図を示し、（ｄ）は、連結
部材を構成する一対の係止部材を連結した状態の部分横断面図を示す。
【図３】同実施形態に係る首巻きの部分拡大図であって、クリップの拡大断面図を示す。
【図４】同実施形態に係る首巻きの使用状態図を示す。
【図５】同実施形態に係る第一首巻分割体の使用状態図であって、（ａ）は、第一首巻分
割体のみを首巻きとして使用した状態を示し、（ｂ）は、第一首巻分割体と帯状体とを組
み合わせて首巻きとして使用した状態を示す。
【図６】図５（ｂ）の使用態様を説明するための説明図であって、（ａ）は、第一首巻分
割体と帯状体とを組み合わせて表面（表地）側から見た平面図を示し、（ｂ）は、第一首
巻分割体と帯状体とを組み合わせて裏面（裏地）側から見た平面図を示す。
【図７】同実施形態に係る第二首巻分割体の使用態様を説明するための説明図であって、
（ａ）は、一対の第二首巻分割体を連結して表面（表地）側から見た平面図を示し、（ｂ
）は、一対の第二首巻分割体を連結して裏面（裏地）側から見た平面図を示す。
【図８】同実施形態に係る一対の第二首巻分割体の使用状態図を示す。
【符号の説明】
【００５７】
　１０…首巻本体、１００ａ…第一首巻分割体（首巻分割体）、１００ｂ，１００ｃ…第
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二首巻分割体（首巻分割体）、１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ…表地、１０２ａ，１０２
ｂ，１０２ｃ…裏地、１０５…フック（端部連結手段）、１０６…掛止用リング（端部連
結手段）、１０７…リング、１２０…保持手段、２００…連結手段、２１０，２２０…係
合部材、２１１…ベース、２１２…ピン体、２１３…ガイド板、２２０…係合部材、２２
１…ベース、２２２…リブ、２２３…係合片、２２４…係合凹部、２３０…クリップ、２
３１，２３２…挟持部材、２３３…枢着軸、２３４…バネ、３００…帯状体、Ｃ…装飾用
チェーン

【図１】 【図２】
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